
議員提出議案第１号 

 

 

川崎市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

 

 

上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条及び川崎市議会会議規則第

１３条の規定により提出いたします。 

 

令和８年６月１５日 

 

川崎市議会議長  原   典 之  様 

 

         提出者  川崎市議会議員  重 冨 達 也 

 

 

                 〃     仁 平 克 枝 

 

 

                 〃     高 戸 友 子 

 

 

                 〃     岩 田 英 高 

 

 

                 〃     那須野 純 花 

 



川崎市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例の一部を改正す

る条例 

 川崎市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例（平成１４年川崎市

条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「６０人」を「５３人」に改める。  

 第２条中「９人」を「８人」に、「７人」を「６人」に、「１０人」を「９人」

に改める。 

   附 則 

 この条例は、次の一般選挙から施行する。  

 

 



   提 案 理 由 

 

 川崎市議会の議員の定数及び各選挙区において選出すべき議員の数を改正する

ため、この条例を制定するものである。 
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